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第１ 趣旨 

本事業の実施については、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱（平成

30 年３月 30 日付け 29 農振第 2711 号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」

という。）によるほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 事業の内容等 

要綱第２の交付対象事業の具体的な内容は、次に定めるとおりとする。 

１ 要綱第２の１の長寿命化対策の事業内容は、要領別表１によるものとする。 

２ 要綱第２の２の防災減災対策の事業内容及び実施要件は、要領別表２による

ものとする。 

３ 要綱第２の３のため池の保全・避難対策の事業内容は、要領別表３によるも

のとする。 

４ 要綱第２の４の施設情報整備・共有化対策の事業内容は、要領別表４による

ものとする。 

５ 本事業の対象とする施設は、原則として国営造成施設と一体となる農業水利

施設等又は国庫補助事業によって造成された農業水利施設等であることとする。 

 

第３ 事業実施主体 

要綱第４の農業者等の組織する団体とは、都道府県土地改良事業団体連合会（要

綱第２の３のため池の保全・避難対策又は第２の４の施設情報整備・共有化対策

を実施する場合に限る。）、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、土地改

良施設を管理している認可地縁団体及び一般社団法人、農業協同組合連合、土地

改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 95 条第１項の規定により数人共同して土地

改良事業を行う者及び多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26 年４月１日付け

25 農振第 2254 号農林水産事務次官依命通知）別紙５に規定する広域活動組織と

する。 

 

第４ 事業の実施区域等 
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要綱第３の農村振興局長が別に定める条件は、以下のとおりとする。 

１ 生産した農産物を直売所等で販売することにより、地元での消費の促進に寄

与しているような農地が受益地内にあること。 

２ 市民農園等、都市住民が農作業を体験できる農地が受益地内にあること。 

３ 防災協力農地等、防災機能の発揮に向けた取組が行われている農地が受益地

内にあること。 

第５ 長寿命化・防災減災計画 

要綱第５の長寿命化・防災減災計画（以下「計画」という。）の作成等につい

ては、次に定めるとおりとする。 

１ 計画の作成に当たっては、交付対象事業の事業実施主体その他関係機関と十

分に調整を図るものとする。 

２ 計画の提出に当たっては、別記参考様式第１号を参考とするものとする。 

第６ 事業の申請 

１ 要綱第７の２の審査は、以下に掲げる条件に照らして行うものとする。 

(1) 計画の目的は、計画の期間内における事業の実施によって実現しようとす

る目標であること。 

(2) 計画の目的の実現状況等を評価するための目標が定量的指標により適切に

設定されており、これにより交付対象事業が適切に実現されていること。 

(3) 計画の目的及び目標の設定内容に対して交付対象事業の構成が妥当である

こと。 

(4) 都道府県等が作成する農業振興地域整備計画や国土強靱化地域計画等の関

連する計画との整合を図ること。また、機能保全計画や施設長寿命化計画が

策定されている場合は、当該計画との整合を図ること。 

(5) 早期の効果発現の観点から、交付対象事業が計画通りの工期内で完了する

ことが見込まれるものであること。 

(6) 農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の

区域に被害を及ぼすおそれがあるものの対策については、防災重点農業用た

め池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法（令和２年法律第 56 号）

第５条に基づく防災工事等推進計画に位置付けられたものを対象とする。 

２ 要綱第７の１の計画認定申請書は別記様式第２号、要綱第７の２の計画認定

通知書は別記様式第３号によるものとする。 

３ 要綱第７の４の農村振興局長が別に定める変更とは、次に定めるとおりとす

る。 

(1) 計画の廃止

(2) 計画の期間の変更

(3) 計画の目標の変更

(4) 交付対象事業の全体事業費の 30 パーセント以上の増減
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(5) 交付対象事業の新設又は廃止 

 

第７ 達成状況の報告 

要綱第８の計画の目標の達成状況の地方農政局長等（北海道にあっては農林水

産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長。以下同じ。）への報

告は、別記様式第４号によるものとする。 

 

第８ 助成 

要綱第９の農村振興局長が別に定める経費とは、別記に掲げる費用とする。 

 

第９ 発電施設における固定価格買取制度との調整等 

１ 本事業により小水力、太陽光等再生可能エネルギーを活用した発電施設を設

置し、都道府県、市町村、土地改良区及び土地改良区連合が再生可能エネルギ

ー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号）に基づく固

定価格買取制度により売電を行う場合には、発電開始後、「農業農村整備事業等

により整備された小水力等発電施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制

度との調整について」（平成 26 年 4 月 1 日付け 25 農振第 2313 号農林水産省農

村振興局長通知）に定めるところにより、売電収入の一部を国に納付すること

とする。 

２ 本事業により設置する太陽光発電施設は、災害等による停電時においても、

農業水利施設等の操作や点検、監視等が行えるよう、次に掲げる要件のいずれ

かを満たすものとする。ただし、令和２年 11 月末日までに要綱第７に規定する

事業の申請等を行い、その後採択通知を受けて整備するものについてはこの限

りではない。 

(1) 停電時にも農業水利施設等の操作運転が可能となるよう、発電電力を農業

水利施設等に直接供給できる機能を有すること。 

(2) 農業水利施設等の管理所における所要電力を賄うため、発電電力を管理所

内の電気設備に直接供給できる機能を有すること。 

 

第 10 その他 

１ 本事業により農業用ため池を対象とした整備等を行う場合は、当該ため池が、

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成 31 年法律第 17 号）附則第２

条第１項に規定する農業用ため池（国又は地方公共団体が所有するものを除

く。） の届出又は同法第４条第３項に規定するデータベースへの記録がなされ

ているため池であることを事業実施主体となる者は確認すること。 

２ 浸水想定区域図（ため池が決壊した場合の浸水想定範囲を明示した図をいう。

以下同じ。）を作成した場合は、当該浸水想定区域図の電子データを地方農政

局長等に速やかに提出すること。 
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３ 本事業の実施に当たっては、農地地図情報の利活用を図ること等により、本

事業の効率的かつ効果的な推進に努めるものとする。 

４ 本事業により整備された暗渠排水のうち、市町村又は土地改良区等が所有す

るとともに、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条に規定する市

町村地域防災計画等において、地域排水機能の発揮により湛水被害の発生防止

を図ることが位置付けられているものを地域排水型暗渠排水と称する。なお、

地域排水型暗渠排水を市町村が所有する場合にあっては、行政財産として適切

に管理することとする。 

５ 本事業により確保した農業用用排水施設のスペア資材は、事業実施主体以外

の農業用用排水施設を管理するものが突発事故等の復旧の用に供することを

目的として譲渡、交換又は貸付けすることができるものとする。 

６ 都道府県以外が事業実施主体である場合には、都道府県知事は、事業実施主

体に対し、本事業の適正かつ円滑な推進のために必要な情報交換、連携・調整

及び技術的な助言・指導等を行うものとする。 

７ 本事業の実施に当たっては、事業実施主体は、可能な限り事業費の低減に努

めるとともに、契約の手続等の公正性及び透明性を図るものとする。 

８ 本事業の着手は、原則として、国からの交付決定通知を受けて行うものとす

るが、やむを得ない事情により、交付決定の前に着手する必要がある場合には、

その理由を具体的に明記した交付決定前着手届（別記様式第５号）をあらかじ

め地方農政局長等に提出するものとする。 

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、農業水路等長寿命

化・防災減災事業交付金交付要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2713 号

農林水産事務次官依命通知）の規定による交付金交付申請書の２の備考欄に着

手年月日及び交付決定前着手届の文書番号を記載するものとする。 

９ 要綱別表の区分の欄の１及び２の(1)のイに係るものについて、その整備の

実施後８年を経過しない間に同一の者による一連の行為により受益地の 10 分

の１以上（その受益地の面積が 100 ヘクタールを超えるときは、受益地のうち

10 ヘクタール以上）の転用が行われた場合には、次に掲げる場合を除き、交付

金の返還措置(1)：(を講ずるものとする。 

(1) 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 26 条第１項の規定による告示（他

の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるもの

を含む。）に係る事業の用に供する場合 

(2) 受益地において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合で

あって、地方農政局長等が交付金を返還させないことを相当と認める場合 

(3) (1)及び(2)のほか、地方農政局長等が農林水産省農村振興局長（以下「農

村振興局長」という。）と協議して（北海道にあっては農村振興局長が）特に

やむを得ないと認める場合 

10 ９により交付金の返還措置を講ずる場合の交付金の返還額の算定方法は、以

下のとおりとする。 
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交付金返還額＝Ａ×Ｃ／Ｂ 

Ａ：返還対象交付金の総額 

Ｂ：受益地の総面積 

Ｃ：転用受益地の面積 

11 要綱の附則で定める農村振興局長が別に定める事業とは、別表２－１の区分

４に掲げる事業とする。また、事業対象は、農山漁村地域整備交付金実施要領

（平成 22 年４月１日付け 21 生畜第 2045 号、21 農振第 2454 号、21 林整計第

336 号、21 水港第 2724 号）別紙４－１第２の２及び別紙４－２の取扱い２第

２の１の（11）に掲げる事業により整備された農業集落排水施設に接続する場

合に限るものとし、事業期間は令和９年度までとする。 

12 事業実施主体が土地改良法第 111 条の９第２号の規定に基づき、土地改良

事業の工事（調査・計画・設計・積算や工事発注・進捗管理等）を土地改良事

業団体連合会に委託する場合、当該委託経費は別記の１のア、イ又はオから支

弁するものとする。 

13 本事業による盛土・切土等の施工（宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和

36 年法律第 191 号）第２条第２号から第４号までに規定される「宅地又は農

地等において行う盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積に関する工

事」をいう。）に当たっては、土地改良事業計画設計基準等に基づき、安全性

の観点から適切に設計・施工を行わなければならない。 

この場合において、土地改良事業計画設計基準等に基づき施工を行うこと

ができないとき、又は埋立によるため池の廃止を行うときは、宅地造成及び

特定盛土等規制法の手続に従うものとする。 

 

附 則 

この通知は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この通知は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 要領第６の１の(6)の都道府県ため池対策実施計画の策定は、令和２年度新規

採択地区から作成するものとする。 

 

附 則 

１ この通知は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正規定は、令和２年度当初予算以降の予算に係る国の交付に

関するものについて適用し、令和元年度以前の歳出予算に係る国の交付に関する

ものについては、なお従前のとおりとする。 

 

附 則 

この通知は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この通知は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第 10 の 13 の改正規定に

ついては、令和５年５月 26 日から施行する。  
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別記 

１ 工事費（事業実施主体が、事業実施に係るマネジメントの一部又は全部を委

託する場合の委託経費を含む。） 

ア 純工事費（請負工事にあっては、工事費とする。） 

イ 測量設計費 

ウ 用地費及び補償費 

エ 船舶機械器具費 

オ 全体実施設計費 

カ 換地費 

２ 調査・調整費 
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要領別表１（長寿命化対策） 

 

対策

種類 

交付対

象事業 
事業内容 実施要件 

(1) 

長

寿

命

化

対

策 

ア  

水利施

設整備 

(ｱ) 農業用用排水施設及び附

帯する施設の新設、廃止又

は変更 

(ｲ) (ｱ)のうち排水機場、排水

日門、排水路等の排水施設

の整備と一体的に行う暗渠

排水の変更 

(ｳ) (ｱ)と一体的に行う地域用

水機能の維持・増進に資す

る生態系保全施設、地域防

災施設又は渇水対策施設の

整備 

(ｴ) (ｱ)と一体的に行う国営土

地改良事業の施行に伴い用

途廃止すべき農業用用排水

施設のうち、当該国営事業

が完了後も関連事業が完了

しない等のため残存してい

るものの撤去 

 

(ｵ) (ｱ)と一体的に行う給水

栓、ゲート、分水工等の自

動化等の管理省力化のため

の農業用用排水施設の整

備、並びに水管理施設、維

持管理施設、安全施設等の

農業用用排水施設に附帯す

る施設の整備 

(ｶ) (ｱ)又は保管施設の整備と

一体的に行う農業用用排水施

設のスペア資材の確保 

(ｶ) 以下の全ての条件を満たす

スペア資材であること。 

①市販されていないもの 

②耐用年数１年未満の消耗品

でないもの 

③農業用用排水施設本体を構

成する資材であり、施設機

能の発揮に不可欠なもの 
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対策

種類 

交付対

象事業 
事業内容 実施要件 

④突発事故等の復旧に活用さ

れることで、復旧までの期

間の短縮が図られ、営農、

地域の経済活動及び生活機

能への大きな影響の軽減が

図られるもの 

⑤施設管理者等が策定する業

務継続計画等に位置付けら

れている資材で、同計画等

に定める必要数量の範囲内

であること 

⑥突発事故等の復旧に活用す

る際に農業用用排水施設の

機能を確実に回復すること

ができるよう、適切に保管

できると認められるもの 

 

イ 

機能保

全計画

策定等 

要領別表１の交付対象事業

（以下「交付対象事業」とい

う。）の欄に掲げるアと併せて

行う、農業用用排水施設等に関

する機能保全計画又は施設長寿

命化計画の策定（計画の策定に

必要な機能診断を含む。） 

 

ウ 

実施計

画策定 

交付対象事業の欄に掲げるア

と併せて行う以下のもの 

(ｱ) 施設の整備に係る地域の諸

条件等の調査及び実施計画の

策定 

(ｲ) 水管理方法の技術的検討、

魚道の整備に係る調査、事業

構想の策定等 

(ｳ) その他地域の水管理上必要

となる調査・計画の策定 

 

エ 

水利用

調査・

交付対象事業の欄に掲げるア

と併せて行う以下のもの 

(ｱ) 水利使用の見直し、環境用
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対策

種類 

交付対

象事業 
事業内容 実施要件 

調整 水等の用水の質的向上の支援

等 

(ｲ) 関係農家の意向調査、関係

機関との調整等の活動 

オ 

耐震性

点検・

調査 

交付対象事業の欄に掲げるア

と併せて行う、過去に大規模地

震が発生したことのある地域又

は今後大規模地震が発生するお

それの高い地域において実施す

る農業用用排水施設の耐震性調

査 
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要領別表２（防災減災対策） 

 

対策 

種類 

交付対

象事業 
事業内容 実施要件 

(1) 

自 

然 

災 

害 

等 

対 

策 

 

 

 

 

 

 

ア 

ため池

整備 

(ｱ) 豪雨による決壊の

防止、その他の洪水

調節機能の賦与・増

進のために必要なた

め池の改修、附帯施

設の整備及び併せ行

うしゅんせつ又は農

地等の洪水調節機能

の発揮のための整備 

(ｱ) 農業用ため池であってその決壊による

水害その他の災害によりその周辺の区域

に被害を及ぼすおそれがあるもの（以下

「防災重点農業用ため池」という。）又

は施設が決壊した場合に農用地に被害を

与えるため池であること。 

(ｲ) 耐震性の向上のた

めのため池の改修又

は地震からの安全を

確保するために必要

な管理施設の新設若

しくは改修 

(ｲ) 大規模な地震等の発生に伴って決壊そ

の他の事故による被害を生ずるおそれが

あるため池等を対象とし、過去に大規模

地震が発生したことのある地域又は今後

大規模地震が発生するおそれの高い地域

で行うものであること。 

(ｳ) 築造後における自

然的・社会的状況の

変化等に対応する場

合又は人命、人家若

しくは公共施設等に

被害を及ぼす災害の

発生するおそれがあ

る場合に早急に整備

を要するため池の新

設、変更、新設と併

せ行う廃止、ため池

の廃止、しゅんせ

つ、附帯施設の整

備、下流水路の整備

又は管理施設の整備 

 

(ｳ) 

①ため池のしゅんせつ工事にあっては、

ため池の安全性を損なわないものと

し、貯水量に対する堆砂率がおおむね

10 パーセント以上であること。 

②ため池の廃止は、災害発生の防止、安

全管理又は水管理の合理化等を図るこ

とを目的とするものに限るものとし、

機能を廃止する上で必要最低限の整備

であって、次の要件の全てに該当する

ものとする。 

(a) 埋立てにより土地造成がなされる

ときは、当該土地が公共の用に供さ

れるものであること。ただし、堤体

の掘削により生じる発生土のみで埋

め立てる場合を除く。 

(b) 事業実施主体は、事業実施に先立

ち、廃止後の維持管理を行う者（た

め池の所有者又は管理者等）と、次

の事項を予め確認していること。 
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①常時及び非常時の見回り方法 

②開削部等に異常が確認された場合

の対応方法 

(c) 従前に農業用水を貯留する施設と

して利用されていたものであって、

かつ、他の用途に使用していないも

のであること。 

イ 

湛水防

除 

(ｱ) 既存の農業用用排

水施設の耐用年数が

経過する以前におい

て、立地条件の変化

により湛水被害を生

ずるおそれのある地

域（原則として、過

去に応急の湛水排除

事業が実施された地

域）で、これを防止

するために行う農業

用用排水施設の新設

又は改修 

(ｱ) 次の条件のいずれかに該当する地区で

あること。 

①排水改良事業実施後、その耐用年数以

内に立地条件の変化のため著しく排水

不良となった地区 

②事業の施行に係る地域において、受益

戸数のうち農家戸数以外の戸数が占め

る割合又は受益面積のうち農地以外の

土地の面積が占める割合が５分の１以

上である場合で、しばしば湛水被害を

受ける地域 

③地盤沈下等により湛水被害の著しい地

域 

④受益面積と流域面積との比が著しく大

きく（３倍以上）、負担に耐えないも

の 

(ｲ) 排水施設の一元管

理を必要とする地域

で、防災体制を強化

し、湛水被害の発生

を防止するために行

う排水管理に必要な

施設の新設又は改修

（(ｱ)と併せ行うもの

を除く。） 

(ｲ) 以下の全ての条件を満たす地区である

こと。 

①排水施設整備工事によって造成された

施設を主たる対象とするもの 

②同一水系の排水河川（地区内の過剰水

が農業用排水施設によって排水される

河川等をいう。）に係る地域である等

排水施設の一元管理を必要とする地域

において実施するもの 

③防災体制を強化し、湛水被害の発生を

防止するために行う排水管理に必要な

施設の新設又は改修を単独で実施する

もの 

(ｳ) (ｱ)により整備され

た農業用用排水施設

の耐用年数が経過し
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た以後において、そ

の機能低下により再

び湛水被害を生ずる

おそれのある地域

で、これを防止する

ために行う当該施設

の変更 

ウ 

地盤沈

下対策 

地盤の沈下（地下水

（水溶性天然ガスを含

む。）の採取に起因して

生じたものに限る。）を

防止するため、地下水

の採取が法令等（地方

公共団体の条例を含

む。）により規制されて

いる地域において行う

農業用用排水施設の整

備又は水源を転換する

ために行う農業用用排

水施設の整備及びこれ

に関連する整備 

当該農業用用排水施設における地盤の沈

下に起因して生じた機能低下率がおおむね

30 パーセント以上のものとする。ただし、

次のいずれかに該当する整備を実施する場

合にあっては、この限りでない。 

(ｱ) 水源を地下水以外のものに転換するた

めに行う農業用用排水施設の新設及び変

更 

(ｲ) 地盤沈下対策により整備された農業用

用排水施設又は地盤沈下対策を目的とし

て実施した事業により整備された農業用

用排水施設にあって、自然的・社会的状

況の変化等による当該施設の機能低下を

防止するために行う当該施設の変更 

(ｳ) (ｲ)の地盤沈下対策を目的として実施

した事業とは、以下の要件を満たすもの

とする。 

①地盤の沈下に起因した機能低下に対応

又は水源を地下水以外のものに転換す

るために実施されていたものであるこ

と。 

②地下水の採取が法令等により制限され

ていた地域で実施されていたものであ

ること。 

③国費が投入され、昭和 50 年以前に着

手されていたこと。 

エ 

農業用

用排水

施設整

備 

(ｱ) 築造後における自

然的・社会的状況の

変化等により早急に

整備を要する農業用

用排水施設の新設、

変更又は附帯施設の

(ｱ) 頭首工、樋門、用排水機場及び水路の

整備にあっては、流域又は河状の変化、

土砂崩壊又は施設の脆弱化等により、周

辺の農用地等に被害を与えるおそれのあ

るもので早急に整備を要するもの及びこ

れらと一連の施設で分離して施行するこ

13



整備 とが当該施設の効用上困難又は不適当な

ものに限る。なお、維持管理に係るもの

は除くものとする。 

(ｲ) 施設長寿命化計画に基づく機能保全対

策を実施する場合にあっては、(ｱ)にか

かわらず、湛水防除等の農地防災を目的

とした樋門、排水機場又は水路であっ

て、施設の脆弱化による排水機能の低下

により被害が生ずるおそれがあるもの、

あるいはそれらと一連の施設であって、

分離して機能保全対策を実施することが

当該施設の効用上困難又は不適当なもの

に限る。 

(ｲ) 他動的要因に起因

する溢水被害等の発

生を防止するために

緊急に行う農業用用

排水施設の新設又は

変更 

(ｳ) 地震による被害が

生じた場合に、施設

周辺地域への影響が

大きい農業用用排水

施設の耐震改修 

(ｳ) 過去に大規模地震が発生したことのあ

る地域又は今後大規模地震が発生するお

それの高い地域で行う事業であること 

(ｴ) 農業用用排水施設のうち、以下のいず

れかの施設周辺地域への影響が大きい重

要な構造物 

①施設周辺に主要道路、鉄道又は人家等

があり、地震による被害が生じた場合

に人命・財産等への影響が大きい施設 

②地域防災計画において避難路等に指定

されている農道又は地域防災計画にお

いて避難路に指定されている道路に隣

接するなど避難・救護活動への影響が

大きい施設 

③地域の経済活動や生活機能への影響が

大きい施設 

オ 

土砂崩

壊防止 

土砂崩壊の危険の生

じた箇所において農用

地及び農業用施設の災

害を防止するために行

う農業用用排水施設等

の整備及びこれに関連

する整備 

(ｱ) 頭首工、樋門、用排水機場及び水路の

整備にあっては、流域又は河状の変化、

土砂崩壊又は施設の脆弱化等により、周

辺の農用地等に被害を与えるおそれのあ

るもので早急に整備を要するもの及びこ

れらと一連の施設で分離して施行するこ

とが当該施設の効用上困難又は不適当な

ものに限る。なお、維持管理に係るもの

は除くものとする。 

(ｲ) 施設長寿命化計画に基づく機能保全対
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策を実施する場合にあっては、(ｱ)にか

かわらず、湛水防除等の農地防災を目的

とした樋門、排水機場又は水路であっ

て、施設の脆弱化による排水機能の低下

により被害が生ずるおそれがあるもの、

あるいはそれらと一連の施設であって、

分離して機能保全対策を実施することが

当該施設の効用上困難又は不適当なもの

に限る。 

カ 

特定農

業用管

水路等

特別対

策 

(ｱ) 石綿等（石綿障害

予防規則（平成 17 年

厚生労働省令第 21

号）第２条第１項第

１号に規定する石綿

等という。）が使用さ

れている農業用管水

路の撤去（撤去する

ことが著しく困難又

は不適当な場合にお

いて行う当該石綿等

の劣化又は飛散の防

止措置を含む。）及び

これと一体的に行う

農業用用排水路の変

更 

(ｱ) 変更を必要とする農業用管水路の延長

に対し、石綿等が使用されている農業用

管水路の延長が 50 パーセント以上のも

のとする。 

(ｲ) (ｱ)の農業用用排水

施設と一体となって

機能を発揮する農業

用用排水施設の変更 

(ｳ) 石綿等が使用され

ている農業用用排水

施設（農業用管水路

を除く。）において行

う当該石綿等の除去

及びこれと一体的に

行う当該農業用用排

水施設の変更 

 

キ 

農業用

農業用河川工作物

（以下「工作物」とい

事業を実施するにあっては、次のいずれ

かに該当するものとする。 
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河川工

作物応

急対策 

う。）の整備補強、撤去

又は撤去に伴う農業用

用排水施設の整備 

(ｱ) 工作物の構造が不適当又は不十分のた

め、前後一連の区間に比較してその治水

機能が劣っている工作物について対策基

準により改善措置を必要とするもの及び

これと一連の施設で洪水等からの安全を

確保するため、一体としての工事の実施

を必要とするもの。 

なお、対策基準とは、｢農業用河川工

作物の応急対策について（昭和 52 年７

月 19 日付け 52 構改Ｄ第 516 号（設）構

造改善局長通知）｣の別添覚書の別紙

「河川管理施設等応急対策基準」による

ものとし、当該通知の適用に当たって

は、当該通知の別添覚書中「ため池等整

備事業」とあるのは「農業用河川工作物

応急対策事業」と読み替えるものとす

る。 

(ｲ) 工作物の本来の機能が失われ、前後の

一連の区間に比較してその治水機能が劣 

っている工作物について洪水等からの安

全を確保するため、工作物の撤去等の工

事の実施を必要とするもの。 

 

ク 

施設 

撤去 

・廃 

止 

 

 

 

アのため池の廃止及

びキの農業用河川工作

物の撤去を除く用途廃

止された農業用用排水

施設並びに農道の撤去

及び廃止 

 

 

以下の全ての要件を満たす農業用用排水

施設等であること。 

(ｱ)撤去・廃止によって、突発事故等によ

る人命・財産等への影響を軽減できるこ

と 

(ｲ)撤去・廃止によって地区全体の将来的

な維持管理コストを縮減できること 

ケ 

水質保

全対策 

水質保全等を目的と

した農業用用排水施設

及び水質保全施設の整

備で要領別表 2-1 に掲

げるもの 

 

 

 

 

 

コ 

利活用

保全 

農業用用排水施設の

利活用保全のために必

要な生態系保全施設、

要領別表２の対策種類の(1)の交付対象

事業の欄に掲げるアからオまでと併せ行う

もの又は過去に実施したものを対象とす
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地域防災施設、渇水対

策施設の整備 

る。 

サ 

機能保

全計画

策定等 

農業用用排水施設等

に関する機能保全計画

又は施設長寿命化計画

の策定（計画の策定に

必要な機能診断を含

む。） 

要領別表２の対策種類の(1)の交付対象

事業の欄に掲げるアからコまで及び同対策

種類の（3）の交付対象事業の欄に掲げる

イのうち１以上と併せて行うもの。 

ただし、本別表の対策種類の欄の(１)の

交付対象事業の欄に掲げるスのうち防災重

点農業用ため池の耐震性点検・調査につい

ては、この限りではない。 

シ 

実施計

画策定 

施設の整備に係る地

域の諸条件等の調査及

び実施計画の策定 

ス 

耐震性

点検・

調査 

過去に大規模地震が

発生したことのある地

域又は今後大規模地震

が発生するおそれの高

い地域において実施す

る農業用用排水施設の

耐震性調査 

(2) 

危 

機 

管 

理 

対 

策 

ア 

危機管

理シス

テム等

整備 

(ｱ) 農業用用排水施設

等の災害に係る危機

管理のために必要な

情報に関するシステ

ムの整備 

(ｲ) 農業用用排水施設

における危機管理向

上施設の整備 

①雨量計若しくは水

位計等の観測機

器、緊急放流施

設、緊急排水ポン

プ、安全導排水

路、洪水水位調節

のための施設又は

装置、ポンプ若し

くはゲート等の遠

隔操作装置、非常

時の施設機能維持

のための非常用電

源装置又は防水対
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策施設等の整備 

②農業用施設等の防

災・減災のために

必要な体制の整備

及び体制等に基づ

いて行う行動 

(3) 

た 

め 

池 

防 

災 

環 

境 

整 

備 

ア 

緊急的

な防災

対策 

ため池の防災機能を

確保するために必要

な、緊急時に対応する

ための排水ポンプの設

置等の実施 

防災重点農業用ため池を対象とする。 

イ 

地域防

災上の

リスク

除去 

ため池を廃止するた

めの堤体の撤去、貯水

池の埋立て、護岸、下

流水路等の整備 

以下のすべての条件を満たす地区である

こと。 

(ｱ) 防災重点農業用ため池であって、想定

被害額（農外）が 500 万円以上のもの 

(ｲ) 廃止に伴い水路等の施設整備を伴うも

の 

(ｳ) 埋立てによる廃止の場合は、開削（附

帯施設の整備等を含む。）によるものよ

り経済的であって、かつ、造成される土

地が公共の用に供されるものであるこ

と。ただし、堤体の掘削により生じる発

生土のみで埋立てる場合を除く。 

(ｴ) 事業実施主体は、事業実施に先立ち、

廃止後の維持管理を行う者（ため池の所

有者又は管理者等）と、次の事項を予め

確認していること 

①常時及び非常時の見回り方法 

②開削部等に異常が確認された場合の対

応方法 

(ｵ) 従前に農業用水を貯留する施設として

利用されていたものであって、かつ、他の

用途に使用していないものであること。 

ウ 

ハード

整備の

着手促

進 

防災重点農業用ため

池等における、ハード

整備に着手するために

必要な、ため池敷地の

所有者を確定するため

の相続関係の調査、所
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有者を確定するための

申立てに必要な資料作

成、用地境界を確定す

るための測量等の実

施。なお、所有者を確

定するための申立てと

は、不在者財産管理人

の選任の申立て、土地

の権利者が死亡してい

る場合の相続財産管理

人の選定の申立て等を

いう。 

(4) 

流 

域 

治 

水 

対 

策 

ア 

農業用

用排水

施設整

備 

流域治水対策のため

の農業用用排水施設の

新設、変更 

流域治水プロジェクト等に位置付けられ

た施設又はこの施設と一体的に効用を発揮

する施設 

イ 

危機管

理シス

テム等

整備 

流域治水対策のため

の水位計等の観測設備

の設置、遠隔監視シス

テム等の新設、変更 

流域治水プロジェクト等に位置付けられ

た施設の機能発揮に必要な施設 

ウ 

附帯安

全施設

整備 

流域治水対策のため

の防護柵、避雷針等の

附帯施設の新設、変更 

流域治水プロジェクト等に位置付けられ

た施設の操作に必要な附帯施設 

エ 

管理体

制強化

対策点

検・調

査 

流域治水対策のため

の施設の操作規程や操

作マニュアルの策定又

は豪雨による流入予測

等の調査、上記アから

ウまでに係る調査及び

実施計画の策定 

要領別表２の対策種類の(4)の交付対象事

業の欄に掲げるアからウまでのうち１以上

と併せて行うもの。 
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要領別表２－１（水質保全対策関連） 

 

区分 工種 内容 実施要件 

   区分１及び区分２の事業を実

施しようとするときは次のいず

れかを満たすこと。 

(a) 農用地の水質汚濁等に起因

する障害を除去する必要があ

るものとして、要領別表 2-2

の条件に該当する地域で行う

事業。ただし、要領別表 2-2

のア及びイに掲げる項目以外

に水質障害が認められる項目

が存する場合、又は作目等に

よって別途基準値を定める必

要がある場合において、農用

地の水質汚濁等に起因する障

害を除去する必要があるとき

は、都道府県知事は、農業用

水に関する項目及び基準値

(以下「都道府県農業用水基

準」という。）について、当

該都道府県を単位として定

め、要領別表 2-2 に代えるこ

とができるものとする。 

(b) 農業用用排水施設内の水質

及び農業用用排水施設から公

共用水域へ排出される排水の

水質が、良質な農業用水の確

保及び農村地域の環境保全を

目的として都道府県知事が策

定する農村地域水質保全計画

の水質基準を満たしていない

地域で行う事業 

１ 

農業

用用

排水

施設

(１)水質

汚濁等

に起因

する障

害を除

ア 次の(ｱ)から(ｴ)までのい

ずれかに該当する障害が生

じている場合に、障害を除

去するための農業用用排水

施設その他の施設の新設、

アに掲げる要件に該当する場

合であっても、障害発生につき

原因者による補償が可能である

もの又は通常の維持管理を怠っ

たことがその障害の発生の原因
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整備 

 

 

去する

ための

農業用

用排水

施設そ

の他施

設の新

設、廃

止又は

変更 

廃止又は変更 

(ｱ)人の健康を損なうおそ

れがある有害な農畜産物

が生産されていること。 

(ｲ)農作物等の生育が阻害

されていること。 

(ｳ)農作業の能率の低下を

来していること。 

(ｴ)施設の管理に支障を来

していること。 

イ 現にアの(ｱ)から(ｴ)まで

に掲げる障害は生じていな

いが、応急的な防止措置を

実施しなければ容易にそれ

ら障害が発生すると推定さ

れる程度の水質汚濁が生じ

ている場合に行う農業用用

排水施設その他の施設の新

設、廃止若しくは変更 

となっていることが明らかであ

るものについては、水質保全対

策事業としては実施しないこと

とする。 

(２)水質

浄化施

設整備 

ア 水生生物の有する自然浄

化機能を利用した浄化施設

整備 

イ 接触酸化水路、曝気施設

等の浄化施設整備 

ウ その他の浄化手法を利用

した水質浄化施設整備 

エ 水路及び貯水池のしゅん

せつ 

オ 水質浄化施設の適切な管

理を行うための管理用道

路、駐車場、発電施設、照

明施設、安全施設その他維

持管理のために必要な施設

整備 

次に掲げる(a)又は(b)の要件

を満たしている地域とする。 

(a) 農業用用排水の水質汚濁に

より農作物に被害等が生じて

いるか又は生ずるおそれのあ

る地域 

(b) 農業用用排水の水質汚濁に

より農業用用排水施設の維持

管理費の増嵩等農作業に支障

が生じているか又は生ずるお

それのある地域 

 

 

(３)処理

施設整

備 

水質浄化施設により発生し

た汚泥及び水生生物の適切な

回収・処理等を行うための施

設整備 

(４)併せ 区分の１の工種の(1)から
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行う施

設整備 

(3)までのいずれかと併せて

行うことが技術的かつ経済的

に適当と認められる農業用用

排水施設、その他の施設整備 

２ 

水質

保全

施設

整備 

(１)水質

浄化施

設整備 

ア 水生生物の有する自然浄

化機能を利用した浄化施設

整備 

イ 接触酸化水路、曝気施設

等の浄化施設整備 

ウ その他の浄化手法を利用

した水質浄化施設整備 

エ 水路及び貯水池のしゅん

せつ 

オ 水質浄化施設の適切な管

理を行うための管理用道

路、駐車場、発電施設、照

明施設、安全施設その他維

持管理のために必要な施設

整備 

農村地域及び公共用水域（水

質汚濁防止法（昭和 45 年法律

第 138 号）第２条に規定するも

のをいう。）における水質汚濁

が環境保全上及び農業利水上問

題となっている地域を対象とし

ており、次に掲げる(a)から(c) 

までのいずれかの地域であるこ

と。 

(a) 住民又は地方公共団体から

水質汚濁について苦情や改善

要望等が寄せられている地域 

(b) 農業用用排水の水質が排水

先の公共用水域の水質環境基

準等を満足していない地域 

(c) その他農村地域の環境保全

について農村振興局長が特に

必要と認める地域 

 

本事業を実施しようとすると

きは、要綱第７に基づく事業の

申請等とあわせて（注１）１の

書類を提出するものとする。 

(２)処理

施設整

備 

水質浄化施設により発生し

た汚泥及び水生生物の適切な

回収・処理等を行うための施

設整備 

(３)環境

保全施

設整備 

水質浄化施設と一体的に整

備することで農村環境や自然

環境等の保全に資するための

施設整備 

(４)面源

負荷抑

制施設

整備 

非特定汚染源となる農地や

農業用用排水路等からの負荷

流出を抑制するための循環か

んがい施設、漏水防止シー

ト、浄化型暗渠排水、自動給

水栓、節水かんがい施設、土

層改良のための施設、その他

負荷抑制に資する施設の整備 

(５)併せ

行う施

設整備 

区分の２の工種の(1)から

(4)までのいずれかと併せて

行うことが技術的かつ経済的

に適当と認められる農業用用
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排水施設、その他の施設整備 

３ 水質保全施

設改修工事 

区分の１又は２に掲げる事

業で整備された施設における

自然的・社会的状況の変化等

による機能低下を防止するた

めに行う当該施設の変更 

事業を実施しようとするとき

は、管理者により点検がなされ

ている等適切に管理されている

施設であること。 

４ 

農村

環境

水質

保全

整備 

単独処理

浄化槽転

換整備 

特定既存単独処理浄化槽を

撤去し、農業集落排水施設に

接続するために必要な以下の

整備 

①末端受益１戸までの本体

管路及び公共ますの整備 

②特定既存単独処理浄化槽

の撤去、接続管路の整備 

農業集落排水事業計画区域に

おいて、浄化槽法（昭和 58 年

5 月 18 日法律第 43 号）第 12

条の５に規定された公共浄化槽

の設置計画を策定した区域であ

り、市町村が管路等を市町村財

産として整備及び管理する場合

に限る。また、以下ⅰの(a)か

ら(f)までのいずれかの地域に

該当し、ⅱ及びⅲの要件を満た

すこととする。 

ⅰ (a)農業集落排水施設の接続

率が 50％以下の市町村

であること。 

(b)市町村が自ら行う特定

既存単独処理浄化槽の廃

止・転換に関する市町村

単位の実施計画（以下

「転換計画」という。）

を定めていること。 

(c)湖沼水質保全特別措置

法（昭和 59 年法律第 61

号）第３条第２ 項に規

定する指定地域であるこ

と。 

(d)水質汚濁防止法（昭和

45 年法律第 138 号）第

４条の２により指定され

た地域であること。 

(e)水質汚濁防止法第 14 条

の８第 1 項に規定する生

活排水対策重点区域であ

ること。 
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(f)有明海及び八代海等を

再生するための特別措置

に関する法律（平成 14

年法律第 120 号）第２条

に定める有明海及び八代

海等の流域であること。 

ⅱ 浄化槽法附則第 11 条に基づ

き、都道府県知事が除却その

他生活環境の保全及び公衆衛

生上必要な措置をとるよう助

言又は指導を行う特定既存単

独処理浄化槽であること。 

ⅲ 特定既存単独処理浄化槽を

廃止し農業集落排水施設へ接

続することについて地域の合

意が得られていること。 

 

ⅰの(b)の地域において本事

業を実施しようとするときは、

要綱第７に基づく事業の申請等

とあわせて（注２）の転換計画

を提出するものとする。 

 

（注１） 

１．農村地域水質保全計画は、次に定めるところによるものとする。 

(a) 都道府県知事は、農村地域及び公共用水域における水質汚濁が環境保全上及び農業利

水上問題となっている地域を対象として、農村の現状、公共用水域の水質保全計画等

（湖沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律第 61 号）第４条第１項に規定する湖沼水質

保全計画、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第４条の３第１項に規定する総量

削減計画及び環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第１項の規定に基づき定めら

れた水質の汚濁に係る環境上の条件について人の健康を保護し、及び生活環境を保全す

る上で維持されることが望ましい基準（以下「環境基準」という。））を勘案して農村地

域水質保全計画を作成するものとする。 

(b) 農村地域水質保全計画の内容は次のとおりとする。なお、この計画を作成する場合に

は、あらかじめ費用負担予定者及び施設の予定管理者の同意を得るものとする。 

(ⅰ) 農村地域水質保全計画の目的 

(ⅱ) 流域内の水質の現状 

(ⅲ) 汚濁の原因 

(ⅳ) 水質保全の目標 
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a.水質保全の目標 

b.水質基準 

c.環境に対する影響及び効果 

(ⅵ)水質保全を図るための施設整備の概要 

(ⅶ)附帯施設整備の概要 

(ⅷ)関連他事業の内容 

(ⅸ)施設維持管理予定者 

(ⅹ)施設維持管理方法 

(c) (b)の(ⅳ)の b の水質基準は、環境基準その他都道府県知事が必要と認める事項を基

本とするとともに、次に掲げる事項に十分留意して作成するものとする。 

(ⅰ)当該農業水利施設の現在の利用目的及び将来の利用目的の推移に配慮すること。 

(ⅱ)当該農業水利施設の水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。 

(ⅲ)当該農業水利施設の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容すること

とならないように配慮すること。 

(ⅳ)水質保全の目標達成のための施策との関連に注意すること。 

(ⅴ)当該農業水利施設からの排出先である公共用水域において指定されている水域

類型の環境基準を考慮すること。 

 

２．都道府県農業用水基準（都道府県農業用水基準を定める場合） 

都道府県知事が策定する都道府県農業用水基準の内容は、次のとおりとする。 

(a)要領別表 2-2 によらない理由 

(b)水質基準及びその根拠 

 

（注２） 

転換計画の内容は、次のとおりとする。 

(a) 市町村における単独処理浄化槽の現状（残存基数、周辺環境に及ぼす影響） 

(b) 市町村における単独処理浄化槽の廃止・転換に向けた方針 

(c) 浄化槽法に基づく、浄化槽処理促進区域の指定、都道府県知事による除却等に関する

指導状況 

(d) 特定既存単独処理浄化槽の廃止及び転換計画数（残存基数、合併処理浄化槽への転換

基数、農業集落排水施設への接続基数、廃止基数） 
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要領別表２－２（水質保全関連） 

 

ア 農業用水に関する水質の基準値及び測定法 

項目 基準値 測定法 

水素イオン濃度（ｐＨ） 

 

化学的酸素要求量（ＣＯ

Ｄ） 

無機浮遊物質（ＳＳ） 

 

 

溶存酸素（ＤＯ） 

全窒素濃度（Ｔ－Ｎ） 

砒 素 

シアン 

 

アルキル水銀 

 

有機リン 

 

カドミウム 

  鉛 

ク ロ ム 

6.0 以下又は 7.5 

以上 

6 ㎎/1 以上 

 

100 ㎎/1 以上 

 

 

5 ㎎/1 以下 

1 ㎎/1 以上 

0.05 ㎎/1 以上 

検出されること 

 

〃 

 

〃 

 

0.01 ㎎/1 以上 

0.1 ㎎/1 以上 

0.05 ㎎/1 以上 

日本産業規格Ｋ0102（以下「規格」

という）12･１に掲げる方法 

規格 17 に掲げる方法 

 

昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示 59

号（以下「環告 59」という）附表６

に掲げる方法 

規格 32 に掲げる方法 

環告 59 附表７に掲げる方法 

規格 61 に掲げる方法 

規格 38･１･２及び 38･２又は 38･１･

２及び 38･３に掲げる方法 

環告 59 附表４の第１及び第２に掲

げる方法 

環告 59 附表１及び２又は規格 31･１

に掲げる方法 

規格 55･２に掲げる方法 

〃 54･２   〃 

〃 65･２   〃 

 

イ 農業排水に関する水質の基準値及び測定法 

項目 基準値 測定法 

水素イオン濃度（ｐＨ） 

 

生物化学的酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量（ＳＳ） 

 

溶存酸素量（ＤＯ） 

6.0 以下又は 8.5

以上 

10 ㎎/1 以上 

 

ゴミ等の浮遊が

認められること 

2 ㎎/1 以下 

規格 12･１に掲げる方法 

 

規格 21 に掲げる方法 

 

環告 59 附表６に掲げる方法 

 

規格 32 に掲げる方法 
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要領別表３（ため池の保全・避難対策） 

対策種類 交付対象事業 事業内容 

(１)ため

池の保全 

・避難対

策 

ア ハザード

マップ作成 

防災重点農業用ため池に係るハザードマップの作成及

び作成のために必要な調査、試験、測量等であって、次

に掲げる事項に努めること。 

(ｱ) ハザードマップを作成した場合は、当該ハザードマ

ップを図面、ホームページ、看板等により、関係住民

等に速やかに周知すること。 

(ｲ) ハザードマップ作成に当たっては、ワークショップ

の開催等により関係住民等との意見交換を行うこと。 

イ 監視・管

理体制の強

化 

防災重点農業用ため池において実施する、 

(ｱ) 地域住民の参加による活動を通じたため池保全に対

する地域の防災意識の醸成に必要となる監視・管理に

必要な技術習得に資する研修の開催、地域住民を含め

た管理体制の構築に資する活動等 

(ｲ) 地域（市町村単位）又は県単位を対象とした、ため

池の監視体制計画に基づき、ため池の現地パトロール

やため池管理者等への技術的な指導など監視・保全管

理に資する活動 

 

ウ 減災対策

の実施 

防災重点農業用ため池において実施する、地域におけ

る減災の意識を醸成するために必要なハザードマップを

活用した防災訓練等 
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要領別表４（施設情報整備・共有化対策） 

対策種類 交付対象事業 事業内容 

(1)施設情報

整備・共有

化対策 

ア 農業水利施設

情報等の地理情

報システム化 

地域計画が策定されている地域又は策定に向

けて取り組む地域の農地を受益農地とする農業

水利施設等の施設諸元情報、受益農地情報及び

背景地図の地理情報システムへの搭載 
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別記参考様式第１号 

長寿命化・防災減災計画 

 
＜計画の名称＞ 

○○計画 

 
＜計画主体＞ 

○○県 

 
＜計画の期間＞ 

○年度～○年度 

 

第１ 地域の概要 
・地域農業の現状、基礎情報（地形、地質、気象）既往の被害、排水状況（土地利用の変動状況）、水利施設の現状 

（老朽化、耐震性）、周辺の住宅や公共施設の状況 等 
・生産緑地又は市街化調整区域で事業を実施する場合、受益地内に実施要領第４に規定する条件のいずれに該当す
るか記載 

第２ 課題及び事業の目的 
・老朽化、災害に関する地域の課題、水管理、維持管理上の課題、施設機能を総合的に発揮させるため必要となる

整備の実施方針（長寿命化、防災減災）及び期待される効果 等 
 
 

目標 
【目標】○○川右岸における△△用水路の機能保全計画策定・長寿命化 

【評価指標】機能保全計画を策定する用水路 ○○km 
 
【目標】○○地域における洪水被害の防止 

【評価指標】湛水被害が防止される面積 ○㏊（防災受益面積） など 
 

交付対象事業 
 

対策名 

 
事業内容 
(工種) 

地区名 
事業実施

主体 
関係 

市町村 
受益面積 

[ha] 
事業量 工期 総事業費 受益者数 備考 交付対象 

事業名 

（記載例）            

長寿命化対策 
機能保全計

画策定等 

用水路機
能診断・
計画策定 

△△地区 □□市 □□市 － L=○km H30 ○千円 －  

長寿命化対策 
水利施設整
備 

用水路補
修 

△△地区 ○○県 □□市 △ha L=○km R1-R3 ○○千円 ○者  

防災減災対策 
農業用用排
水施設整備 

排水路整
備 

△△地区 ○○県 ◇◇町 △ha L=○km R1 ○○千円 ○者  

ため池の保

全・避難対策 

ハザードマ

ップ作成 

ハザード
マップ作
成 

△△地区 ○○県 ◇◇町 － 
N=3 箇

所 
R1 ○千円 －  

施設情報整
備・共有化対

策 

農業水利施

設情報等の
地理情報シ
ステム化 

施設情報

の地理情
報システ
ム化 

△△地区 ○○県 □□市 △ha － R3 ○千円 －  

合計 

(計画全体) 
  5 地区      ○○千円   

注１：農業用用排水施設等のスペア資材の確保を実施する場合は、資材を位置付けた業務継続計画書等及び必要数量が
わかる図面等を添付する。 

注２：長寿命化・防災減災計画の変更及び達成状況の報告について、変更箇所は二段書とし、変更前を上段に括弧書
き、変更後の内容を下段に追記する。 

注３：要領別表２の(1)の対策種類の(1)の交付対象事業の欄に掲げるクを実施する場合は、第２の期待される効果とし

て突発事故等による人命・財産等への影響の軽減及び地区全体の将来的な維持管理コストの縮減について記載す
る。また、当該施設の用途廃止の承認書類等を添付する。 

注４：施設情報整備・共有化対策については、農業水利施設等の受益農地と地域計画が策定されている地域又は策定に

向けて取り組む地域との位置関係を示した資料を添付する。 
注５：流域治水対策については、流域治水プロジェクト等に位置付けられていることを示す資料を添付する。 
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別記様式第２号 

 

番   号  

年 月 日  

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 

 

都道府県知事名  

 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

長寿命化・防災減災（変更）計画 認定申請書 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2711 号農

林水産事務次官依命通知）第７の１（変更の場合は要綱第７の４）の規定に基づき、長寿命

化・防災減災計画を添えて申請します。 

 

記 

 

計画名 計画作成主体 計画の工期 計画の全体事業費 

 

○○計画 

 

○○計画 

 

 

 

 

 

 

○○県 

 

○○市 

 

H30～R2 

 

H30～R4 

 

○○百万円 

 

○○百万円 
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別記様式第３号 

 

番   号  

年 月 日  

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

長寿命化・防災減災（変更）計画 認定通知書 

 

 

都道府県知事 殿 

 

農林水産省農村振興局長  

農林水産省○○農政局長  

内閣府沖縄総合事務局長  

 

 

○○年○○月○○日付け○○第○○号により申請のあった下記計画について、認定したので

通知する。 

 

 

記 

 

計画名 計画作成主体 計画の工期 計画の全体事業費 

 

○○計画 

 

○○計画 

 

 

 

 

 

 

○○県 

 

○○市 

 

H30～R2 

 

H30～R4 

 

○○百万円 

 

○○百万円 
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別記様式第４号 

 

番   号  

年 月 日  

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 

 

都道府県知事名  

 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

長寿命化・防災減災計画 達成状況報告書 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2711 号農

林水産事務次官依命通知）第８の規定 に基づき、長寿命化・防災減災計画の達成状況を添え

て報告します。 
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別記様式第５号 

 

番   号  

年 月 日  

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 

 

都道府県知事名  

 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

交付決定前着手届 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2712 号農

林水産事務次官依命通知）第 10 の７の規定に基づき、別紙事業について、下記条件を了承の

上、交付金の交付決定前に着手したいので提出します。 

 

記 

 

１ 交付金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業

に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること 

２ 交付金交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合

においても、異議がないこと 

３ 当該事業については、着手から交付金交付決定を受けるまでの期間内においては、

事業の変更 は行わないこと 

 

別紙 

１ 長寿命化・防災減災計画の名称 

２ 事業名（事業メニュー、地区名） 

３ 着手予定年月日 

４ 完了年月日 

５ 交付決定前着手を必要とする理由 
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